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資料1：「孫鶴圭議員代表発議の法案」

協同組合基本法案（孫鶴圭議員代表発議）

発議年月日：2011.10.12.

発議者：　　　　　　賛成者：

提案理由

　2008年の米国発の経済危機以降、先進各国では、協同組合が代案的社会経済モデルとして注

目されている。これは、協同組合が受けた金融危機の影響が相対的に少なかったただけでな

く、持続可能な成長と良好な仕事場創出を提供することにより、資本主義経済の脆弱性を補完

したことが挙げられる。 2009年12月の国連総会が2012年を「世界協同組合の年」に指定する決

議文を採択して、協同組合の発展のための法制度の整備を勧奨しているのも同じ理由である。

　1960年代以降、着実に発展してきたわが国の協同組合は、「農業協同組合法」など、8つの個

別法を根拠とするものである。しかし、個別法に規定されていない類型の協同組合や、個別法

の要件に未到達の場合、協同組合の設立が現実的に不可能である。産業構造の変化で農業など

第１次産業の協同組合は限界に達した中で、多様な産業分野の協同組合の発展は制約されてお

り、異種協同組合間共同活動の法的根拠がなく、協同組合間協同が実現されておらず、 各種協

同組合の主務省庁もあちこちに分かれており、統一的な協同組合政策の確立も難しい状況にあ

る。

　これに多様な産業や分野での協同組合の設立と民主的運営及び協同組合間協同を保証し、持

続可能な成長と仕事場創出に寄与し、協同組合政策の統一性を増進させるとともに、国連事務

総長を輩出した国家として国連総会決議に副うものである。

主要内容

イ）協同組合及び協同組合連合会（以下”協同組合等”とする）は、法人とする（案第3条）。

ロ）協同組合等の名称、設立目的及び運営原則を規定する（案第4条及び第5条）。

ハ）協同組合等に対して、組合員及び会員に対する教育・訓練及び情報提供活動を活発にし、

他の協同組合等との相互協力の増進に努力するよう規定する（案第6条）。

ニ）国及び公共団体に協同組合等の育成に関する責務を付与し、企画財政部長官が、協同組合

等に関する政策を統括することにして、協同組合等の育成に関する基本計画を5年ごとに確

立し、毎年の実態調査をすることとする（案第7条及び第8条）。

ホ）他の法律により設立された協同組合等に対しては、この法律を適用しないようにして、協

同組合等に関し、この法律に規定された事項以外は「民法」か「商法」を準用することと

する（案第9条及び第10条）。

ヘ）協同組合への加入と脱退の自由を保障し、組合員は出資口数に関係なく、１個の議決権と

選挙権を持つようにする（案第11条から第14条まで）。

ト）組合員の除名事由とその手続きを規定し、組合員が脱退し、また除名された場合、該当持

分の払い戻しを請求できるようにする（案第15条及び第16条）。

チ）設立要件を整えて、市・道知事の認可を受けて、協同組合を設立することができることと

する（案第17条及び第18条）。

リ）協同組合の運営のために必要な事項を定款�規約�規程に定めるようにする（案第19条及
び第20条）。
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ヌ）総会�代議員総会�役員�理事会など、協同組合の機関に関し必要な事項を規定する（案
第21条から第32条まで）。

ル）定款�議事録・会計帳簿�組合員名簿を主たる事務所に備置するようにし、協同組合が透
明に管理されるようにする（案第33条）。

ヲ）協同組合の設立目的達成に必要な事業を自律的に、定款で定めるようにする（案第34

条）。

ワ）協同組合が、共済事業をするときは、共済規程を定め、企画財政部長官の認可を受けるよ

うにして、「保険業法」を適用しないようにする（案第35条及び第36条）。

カ）協同組合は、原則として組合員に限って利用が可能であるようにするが、例外的に非組合

員も利用できるようにする（案第37条）。

ヨ）協同組合の剰余金の100分の10以上を法定積立金に積み立てるようにし、協同組合事業の利

用実績及び払込出資金に対して配当が可能であるようにする（案第38条及び第39条）。

タ）協同組合は、組合員の出資持分を取得したり、質権の目的としないようにする（案第40

条）。

レ）協同組合の合併・分割及び解散に関する要件・手続を規定する（案第41条から第43条ま

で）。

ソ）協同組合の清算手続きを規定し、残余財産は、定款で定めるところにより処理することと

する（案第44条及び第45条）。

ツ）協同組合連合会の会員は、協同組合や他の協同組合連合会とし、加入及び脱退について規

定する（案第46条及び第47条）。

ネ）協同組合連合会の議決権及び選挙権は、定款で定めるところにより、差等を付けて付与す

ることができることとする（案第48条）。

ナ）設立要件を整え、企画財政部長官の認可を受けて、協同組合連合会を設立できるように

し、協同組合連合会の事業は、定款で定めるようにする（案第49条及び第50条）。

ラ）協同組合連合会の会員、設立、機関、事業、会計、及び合併・分割・解散・清算に関し必

要な事項は、協同組合に関する規定を準用することとする（案第51条）。

ム）企画財政部長官及び市・道知事に、協同組合等に対して監督し必要な措置を命じるように

し、不当な事由で認可を受けた場合などは、設立認可を取り消すようにする（案第52条か

ら第55条まで）。

ウ）義務の違反事項に対する罰則を規定する（案第56条から第58条まで）。

法律第　　　　号　協同組合基本法案

第1章　総則

第1条（目的）この法律は、協同組合の設立・運営及び育成に関する基本的な事項を規定するこ

とにより、協同組合の発展を図り、社会統合と国民経済の均衡ある発展に寄与することを目

的とする。

第2条（定義）この法律において使用する用語の意味は以下の通りである。

１　「協同組合」とは、財貨又は用役の購買・生産・販売・提供などを協同で営むことによ

り組合員の権益を向上させようとする事業の組織をいう。

２　 「協同組合連合会」とは、協同組合の共同の利益を図るために設立された協同組合の連

合会をいう。
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第3条（法人格等）①　協同組合及び協同組合連合会（以下「協同組合等」とする）は、法人と

する。

②　協同組合等の住所は、その主たる事務所の所在地とする。

③　協同組合等は、主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

第4条（名称）①　協同組合は「協同組合」という文字を、協同組合連合会は、「協同組合連合

会」という文字を各々の名称に使用しなければならない。

②　協同組合等は、設立の分野・地域。業種などの名称に活用し、業務領域などを容易に把握

できるようにしなければならない。

③　協同組合等は、他の協同組合等の名称と重複したり、混同される名称を使用してはならな

い。

④　この法律により設立された協同組合等ではない場合、第1項による文字を名称に使用するこ

とはできない。

第5条（設立の目的及び運営の原則）①　協同組合等は、構成員（協同組合の場合は組合員、協

同組合連合会の場合は会員をいう。以下「組合員等」とする）共通の経済、社会、文化的必

要と欲求を充足し、経済・社会活動の振興を目的としなければならない。

②　協同組合等は自発的に結成し、共同で所有して民主的に運営されなければならない。

③　協同組合等は、自身の営利や投機を目的とする行為をしてはならない。

④　協同組合等は、一部の組合員等の利益だけを目的に事業をしてはならない。

第6条（協同組合等の責務）①　協同組合等は組合員等の権益増進のために組合員等に対する教

育・訓練及び情報提供活動を積極的に遂行しなければならない。

②　協同組合等は、他の協同組合等及び外国の協同組合等との相互協力・理解増進及び共同事

業開発などのために努力しなければならない。

第7条（国及び公共団体の責務）①　国及び公共団体は、協同組合等の自律性を侵害してはなら

ない。

②　国及び公共団体は、協同組合等の事業に対して積極的に協力することとし、その事業に必

要な資金などを支援することができる。

第8条（協同組合などに関する政策及び基本計画の確立）①　財政経済部長官は、協同組合等に

関する政策を総括する。

②　財政経済部長官は、協同組合等の育成に関する基本計画を関係中央行政機関の長と協議し

て5年ごとに確立し、これを関係中央行政機関の長及び特別市長、広域市長、道知事、特別自

治道知事（以下「市・道知事」という）に知らせなければならない。

③　第2項の基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。

１　協同組合等の育成に関する政策の基本方向及び推進目標

２　協同組合等の育成に関する分野別主要政策

３　協同組合等の育成に必要な財源の調達方法

４　協同組合等の育成に関係する中央行政機関間機能の調整

５　以前に確立された基本計画に対する分析・評価

６　その他、協同組合等の育成のために必要と認められる事項

④　企画財政部長官は、協同組合等の活動状況、資金、人材、経営等に関する実態把握のため

に、大統領令で定めるところにより、毎年、実態調査を実施し、その結果を公表しなければ
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ならない。

⑤　企画財政部長官は、第4項による実態調査に必要な資料を関係中央行政機関の長又は市・道

知事に要請することができる。この場合、要請を受けた関係中央行政機関の長及び市・道知

事は、特別な事情がない限り、これに従わなければならない。

第9条（他の法律との関係）①　他の法律により設立された協同組合等に対しては、この法律を

適用しない。

②　協同組合等の設立及び育成に関連する他の法律を制定又は改正する場合には、この法律の

目的と基本原則に適合するようにしなければならない。

第10条（他の法律の準用）協同組合等に関してこの法律に規定された事項以外は「民法」又は

「商法」を準用する。

第2章　協同組合

第1節　組合員

第11条（組合員加入）①　協同組合を利用する意思があり、組合員としての義務を果たそうと

する場合には、誰でも組合員になることができる。

②　第1項にかかわらず、協同組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、定款で定めるとこ

ろにより、組合員の資格を制限することができる。

１　協同組合の設立目的及び特性に符合する者に制限する場合

２　協同組合の業務区域に住所、居所、事業場、又は勤務先がある場合に限定している場合

③　協同組合は、正当な理由なく加入を拒絶したり、加入において、他の組合員よりも不利な

条件を付すことはできない。

第12条（出資及び責任）①　組合員は、定款に定めるところにより、1口以上を出資しなければ

ならない。ただし、必要に応じて、定款に定めるところにより、現物を出資することができ

る。

②　組合員1人の出資口数は総出資口数の100分の30を超えてはならない。

③　組合員が払い込んだ出資金は質権の目的にはできない。

④　協同組合に払い込む出資金は、協同組合に対する債権と相殺することはできない。

⑤　組合員の責任は、払い込んだ出資額を限度とする。

第13条（議決権及び選挙権）①　組合員は、出資口数に関係なく、各々1個の議決権及び選挙権

を持つ。

②　組合員は、代理人により議決権又は選挙権を行使することができる。この場合、代理人の

資格等の代理に関し必要な事項は、定款で定める。

第14条（脱退）①　組合員は協同組合に脱退の意思を知らせ、脱退することができる。

②　組合員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に脱退となる。

１　組合員の資格がない場合

２　死亡した場合

３　禁治産宣告を受けた場合

４　組合員である法人が解散した場合
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５　その他定款で定める事由に該当する場合

第15条（除名）①　協同組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当する場合に、総会の議決

により、その組合員を除名することができる。

１　定款で定める期間以上、協同組合の事業を利用しなかった場合

２　出資及び経費の納入等協同組合に対する義務を履行しなかった場合

３　その他定款で定める禁止行為を行った場合

②　協同組合は、第1項により組合員を除名しようとするときは、総会開催の10日前までに該当

組合員に除名理由を知らせ、該当組合員に総会で意見を陳述する機会を与えなければならな

い。

③　第2項による意見陳述の機会を与えずに行った総会の除名議決は、該当組合員に対抗するこ

とはできない。

第16条（持分の払戻請求権）①　脱退したり除名された組合員は、定款で定めるところによ

り、その持分の払い戻しを請求することができる。

②　協同組合は、脱退したり除名された組合員が組合に対する債務があるときは、第1項による

払戻金と相殺することができる。

③　第1項による請求権は、脱退したり除名された日から2年間行使しなければ消滅する。

第2節　設立

第17条（設立認可等）①　協同組合を設立しようとするときは、組合員になろうとする５名以

上が発起人になって定款を作成し、創立総会の議決を経た後、主たる事務所の所在地を管轄

する市・道知事の認可を受けなければならない。

②　創立総会の議事は、創立総会の前までに発起人に設立同意書を提出した者（以下「設立同

意者」という）の過半数の出席と、出席者の３分の２以上の賛成により議決する。

③　市・道知事は、第1項により協同組合の設立を認可したときは、直ちに企画財政部長官にそ

の事実を通報しなければならない。

④　第1項及び第2項による協同組合の設立に必要な最小設立同意者の数、総出資金額、その他

認可の要件及び手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第18条（設立登記）①　協同組合が設立認可を受けた日から３ヶ月以内に設立登記をしなけれ

ば、その認可の効力は消失する。

②　第1項による設立登記に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第19条（定款）①　協同組合の定款は、総会において定めるものとし、次の各号の事項が含ま

れなければならない。

１　目的

２　名称

３　業務区域

４　主たる事務所の所在地

５　組合員の資格、代理人の資格及び代理に必要な事項

６　組合員の加入・脱退及び除名に関する事項

７　出資１口の金額・払込方法、組合員の出資口数限度額及び出資持分の譲渡に関する事項

８　組合員の権利と義務に関する事項

９　役員の定数・任期・資格及び選出方法に関する事項
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１０　代議員総会を置く場合は、代議員の定数・任期及び選出方法に関する事項

１１　職員の任免に関する事項

１２　事業の種類とその執行に関する事項

１３　会計年度と会計に関する事項

１４　積立金の種類と積立方法に関する事項

１５　剰余金と損失金の処理に関する事項

１６　経費の賦課・徴収に関する事項

１７　決算報告書の作成及び承認に関する事項

１８　存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期や事由

１９　公告の方法に関する事項

２０　現物出資を認定する場合は、これに関する事項

２１　総会・理事会の運営等に必要な事項

２２　その他この法律において定款で定めるとした事項

②　定款の変更は、設立の認可をした市・道知事の認可を受けなければその効力を生じない。

第20条（規約又は規程）協同組合の運営及び事業実施に必要な事項として、定款に定めるもの

を除いて、規約又は規程で定めることができる。

第3節　機関

第21条（総会）①　協同組合に総会を置く。

②　総会は、組合員で構成する。

③　理事長は、総会を招集し、その議長となる。

④　総会の運営に必要な事項は、定款で定めるものとし、次の各号の事項が含まれなければな

らない。

１　総会の開催時期及び方法に関する事項

２　総会の議決事項

３　総会の招集要求に関する事項

４　議案発議及び提出に関する事項

５　総会の開議及び議決に関する事項

６　議事録の作成に関する事項

７　総会に代わる代議員総会を設置する場合は、その構成及び運営に関する事項

第22条（総会の議決事項）次の各号の事項は、総会の議決を得なければならない。

１　定款の変更

２　規約の制定、変更又は廃止

３　役員の選出及び解任

４　事業計画及び予算の承認

５　決算報告書の承認

６　監査報告書の承認

７　協同組合の合併・分割・解散又は休業

８　組合員の除名

９　総会の議決を得るよう、定款で定める事項

１０　その他、理事長又は理事会が必要と認める事項

第23条（代議員総会）①　組合員数が、大統領令で定める数を超える場合、総会に代わる代議
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員総会を置くことができる。

②　代議員総会は、組合員の中から選出された代議員で構成する。

③　代議員の議決権及び選挙権は、代理人をもって行使することはできない。

④　代議員総会については、総会に関する規定を準用し、この場合、「組合員」は「代議員」

と読み替える。ただし、代議員総会は、協同組合の合併・分割及び解散に関する事項は、議

決することはできない。

第24条（役員）協同組合の役員として、理事長１名を含む３名以上の理事と１名以上の監事を

置く。

第25条（役員の義務等）①　役員は、この法律、この法律による命令、定款、規約、規程、及

び総会と理事会の議決を遵守し、組合のために、誠実にその職務を遂行しなければならな

い。

②　役員がその職務を遂行中に、故意又は重大な過失（常任役員の場合には、故意又は過失）

で協同組合又は他人に与えた損害に対しては、連帯して損害賠償の責任を負う。

③　役員が虚偽の決算報告・登記又は公告をし、協同組合又は他人に損害を与えた場合も、第2

項と同じ。

④　第2項の行為が理事会の議決によるものであるときは、その議決に賛成した理事は、第2項

の責任を有する。

⑤　第4項の議決に参加した理事として、明白な反対意思を表示しなかった者は、その議決に賛

成したものとみなす。

⑥　第2項から第5項までの規定による求償権の行使は、監事及び理事に対しては理事長が、理

事長に対しては、監事が、全役員に対しては、組合員の5分の1以上の同意を得た組合員代表

が行う。

第26条（理事長及び理事の職務）①　理事長は、協同組合を代表して、定款で定めるところに

より、協同組合の業務を執行する。

②　理事は、定款で定めるところにより、協同組合の業務を執行し、理事長に事故あるとき

は、定款で定める順序によりその職務を代行する。

③　第2項の場合と理事長が権限を委任した場合を除き、理事長以外の理事は、協同組合を代表

することはできない。

第27条（監事の職務）①　監事は、協同組合の業務執行状況、財産状態、帳簿、書類などを監

査し、総会に報告しなければならない。

②　監事は、予告なしに協同組合の帳簿や書類を照合・確認することができる。

③　監事は、理事が法令・定款・規約・規程又は総会の議決に反して業務を執行したときは、

理事会にその是正を要求しなければならない。

④　監事は、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。

第28条（監事の代表権）協同組合が理事長を含む理事との訴訟、契約などの法律行為をすると

きは、監事が協同組合を代表する。

第29条（役員の解任）①　組合員は、組合員の5分の1以上の同意で総会において役員の解任を

要求することができる。

②　第1項による解任の要求に対し、総会は、組合員の過半数の出席と出席組合員の3分の2以上

の賛成により議決する。
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③　解任を議決するには、該当役員に解任の理由を通知し、総会で意見を陳述する機会を与え

なければならない。

第30条（役員の兼職禁止）①　理事長は、他の協同組合の理事長を兼職することはできない。

②　理事長を含む理事は、監事を兼職することはできない。

③　役員は、該当協同組合の職員を兼職することはできない。

第31条（理事会）①　協同組合に理事会を置く。

②　理事会は理事長を含む理事で構成する。

③　理事長は理事会を招集し、その議長となる。

④　その他、理事会の開議及び議決の方法など、理事会の運営に関し必要な事項は、定款で定

める。

第32条（理事会の議決事項）理事会は、次の各号の事項を議決する。

１　協同組合の財産及び業務執行に関する事項

２　総会の招集と総会に上程する議案

３　規程の制定・変更及び廃止

４　事業計画及び予算案の作成

５　法令又は定款で理事会の議決を得るように定める事項

６　その他、理事長が付議する事項

第33条（書類備置の義務）①　理事長は、定款・規約及び規程、総会・理事会の議事録、会計

帳簿及び組合員名簿を主たる事務所に備置しなければならない。

②　理事長は、決算報告書を定期総会の7日前までに、主たる事務所に備置しなければならな

い。

③　組合員と協同組合の債権者は、第1項及び第2項の書類を閲覧し、その写本を請求すること

ができる。

第4節　事業

第34条（事業）協同組合は、定款で定めるところにより、設立目的の達成に必要な事業を行う

ことができる。

第35条（共済事業）①　出資金、組合員数などにおいて、大統領令で定める基準を満たしてい

る協同組合は、共済事業を行うことができる。

②　協同組合は、共済事業を行うときは、共済規程を定め企画財政部長官の認可を受けなけれ

ばならない。共済規程を変更しようとするときも同様とする。

③　第2項による共済規程には、企画財政部長官が定めるところにより、共済事業の実施方法、

共済契約及び共済料等を定めなければならない。

④　企画財政部長官は、共済事業の健全な育成及び契約者保護のために共済事業の監督に必要

な基準を定めることができる。

第36条（「保険業法」の適用除外）第35条による協同組合の共済事業については「保険業法」

を適用しない。

第37条（事業の利用）①　協同組合は、組合員ではない者に協同組合の事業を利用させてはな



孫発議- 8 -

孫発議- 9 -

孫発議- 10 -

らない。

②　第1項にかかわらず、組合員が利用する上で支障のない範囲で、大統領令で定める場合は、

組合員ではない者にその事業を利用させることができる。この場合、組合員ではない者の利

用額は、大統領令で定める基準を超えてはならない。

第5節　会計

第38条（積立金）①　協同組合は、毎会計年度決算の結果、剰余金があるときは、定款で定め

る金額に達するまで、剰余金の100分の10以上を法定積立金として積み立てなければならな

い。

②　協同組合は、損失の補填に充当したり、解散する場合を除き、法定積立金を使用してはな

らない。

第39条（損失の補填と剰余金の配当）①　協同組合は、毎会計年度決算の結果、損失が発生し

た時には未処分利益剰余金、法定積立金の順で、これを補填し、補填しても不足があるとき

は、次の会計年度に繰り越す。

②　協同組合は、第1項による損失の補填と第38条による法定積立金を積み立てた以降には、定

款で定めるところにより、組合員に剰余金を配当することができる。

③　第2項による剰余金の配当の場合、協同組合事業の利用実績に対する配当は、全体の配当額

の100分の50以上でなければならず、払込出資額に対する配当は払込出資金の100分の10を超

過してはならない。

第40条（出資持分取得の禁止等）協同組合は、組合員の出資持分を取得したり、質権の目的と

してはならない。

第6節　合併・分割・解散及び清算

第41条（合併及び分割）①　協同組合は、総会の議決を得て合併又は分割することができる。

②　合併又は分割により存続するか、設立される協同組合は、合併又は分割により消滅する組

合の権利・義務を承継する。

③　第1項により設立された協同組合に対しては、第17条から第20条までの規定を準用する。

④　第1項により合併又は分割後存続する協同組合は、変更登記をしなければならない。この場

合、変更登記に必要な事項は大統領令で定める。

第42条（解散）①　協同組合は、次の各号のいずれかに該当する事由により解散する。

１　定款で定めた解散事由の発生

２　総会の議決

３　合併・分割又は破産

４　設立認可の取り消し

②　協同組合は、第1項第1号から第3号までの規定により解散したときは、解散した日から2週

間以内に設立認可を受けた市・道知事に届け出なければならない。

第43条（解散登記）組合が解散したときは、1ヶ月以内に大統領令で定めるところにより、解散

登記をしなければならない。

第44条（清算人）①　協同組合が解散したときは、破産の場合を除き、理事長が清算人とな
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る。ただし、総会で他の人を清算人として選任した場合にはそれによる。

②　清算人は就任後遅滞なく、協同組合の財産状態を調査し、財産目録と貸借対照表を作成

し、次に財産処分の方法を定め、総会の承認を得なければならない。

③　清算事務が終了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、総会の承認を得

なければならない。

④　第2項及び第3項の場合、総会を2回以上招集しても、総会を構成できないときは出席組合員

の3分の2以上の賛成で、総会の承認があったものとみなす。

第45条（残余財産の処理）解散した協同組合が債務を弁済し、残余財産があるときは、定款で

定めるところにより、これを処分する。

第3章　協同組合連合会

第46条（会員）①　協同組合連合会の会員は、協同組合連合会の設立目的に同意して、会員と

しての義務を果たそうとする協同組合又は他の協同組合連合会とする。

②　協同組合連合会は、定款で定めるところにより、会員の資格を制限することができる。

第47条（脱退）①　会員は、定款で定めるところにより、協同組合連合会に脱退の意思を通知

し、脱退することができる。

②　会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に脱退する。

１　会員としての資格を喪失した場合

２　解散又は破産した場合、

３　その他定款で定める場合

第48条（会員の議決権及び選挙権）協同組合連合会は、定款で定めるところにより、会員の議

決権及び選挙権を差等を付けて付与することができる。

第49条（設立認可等）①　協同組合連合会を設立しようとするときは、会員資格を持つ大統領

令で定める数以上の協同組合等が発起人になって定款を作成して、創立総会の議決を得た

後、企画財政部長官の認可を得なければならない。

②　創立総会の議事は、創立総会の前までに発起人に設立同意書を提出した協同組合等（以下

「設立同意協同組合等」とする）の過半数の出席と、出席者の3分の2以上の賛成により議決

する。

③　第1項及び第2項による協同組合連合会の設立に必要な最小設立同意協同組合等の数、総出

資金額、その他設立認可の要件及び手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第50条（事業）協同組合連合会は、設立目的の達成に必要な事業を定款に定めるものとし、次

の各号の事業が含まれなければならない。

１　会員に対する指導・支援・連絡及び調整に関する事業

２　会員に属する組合員及び職員に対する相談、教育訓練及び情報提供事業

３　会員の事業に関する調査・研究及び広報事業

第51条（準用規定）協同組合連合会に対し、第12条、第15条及び第16条、第18条から第33条ま

で、第35条から第45条までの規定を準用する。この場合「協同組合」は「協同組合連合会」

とし、「組合員」は「会員」と読み替え、第12条第2項中「組合員1人」は「一会員」とし、

「100分の30」は「100分の40」と読み替える。
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第4章　監督

第52条（監督）①　市・道知事（設立認可をした市・道知事をいう。以下、この章で同じ）

は、この法律で定めるところにより、協同組合の業務を監督し、監督上必要な命令をするこ

とができる。

②　企画財政部長官は、この法律で定めるところにより、協同組合連合会の業務を監督し、監

督上必要な命令をすることができる。ただし、必要な場合、市・道知事に監督業務の一部を

委任することができる。

③　市・道知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協同組合（設立中の協同組合を含

む。以下この条において同じ。）に対し、その業務及び財産に関する事項を報告させ、又は

所属公務員をもって協同組合の業務状況・帳簿・書類、その他必要な事項を検査させること

ができる。

１　第17条による設立手続き及び認可基準に適合するか確認する必要がある場合

２　この法律、この法律による命令、又は定款に違反したかどうか確認する必要がある場合

３　協同組合の事業が関連法令に違反したかどうか確認する必要がある場合

④　第3項による検査をする公務員はその権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に提示し

なければならない。

⑤　市・道知事は、第1項による監督の結果、協同組合がこの法律による命令、又は定款に違反

した事実が発見されたときは、当該協同組合に対し是正に必要な措置を命ずることができ

る。

⑥　企画財政部長官は、この法律の効果的な施行と協同組合に対する政策を確立するために必

要な場合、市・道知事に協同組合に対する調査・検査・確認又は資料の提出を求たり、施政

に必要な措置を命じるようにすることができる。

第53条（設立認可の取消）①　市・道知事は、協同組合が次の各号のいずれかに該当するとき

は、該当協同組合に対し設立認可を取り消すことができる。

１　虚偽その他不正な方法により、設立認可を得た場合

２　第17条第4項により、大統領令で定める認可基準に達しなくなった場合

３　第52条第5項による是正措置命令を受けても、これを是正しなかった場合

４　正当な事由なく、設立認可を得た日から1年以内に事業を開始せず、又は1年以上継続し

て事業を停止した場合

５　他の法令に違反し、協同組合の事業許可取り消し等、大統領令で定める事由に該当する

場合

②　市・道知事は、第1項により協同組合の設立認可を取り消したときは、遅滞なく、その事実

を公表し、企画財政部長官にその取消しの事実を知らせなければならない。

第54条（聴聞）市・道知事は、第53条第1項により協同組合の設立認可を取り消そうとする場合

には、聴聞を実施しなければならない。

第55条（準用規定）第52条第3項から第5項まで、第53条第1項及び第54条は、協同組合連合会に

対して準用する。この場合、「協同組合」は「協同組合連合会」と、「市・道知事」は企画

財政部長官」と、「第17条」は「第49条」と、「第17条第4項」は「第49条第3項」と読み替

える。
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第5章　罰則

第56条（罰則）①　協同組合等の役職員又は清算人が次の各号のいずれかに該当する行為に

よって協同組合等に損害を及ぼしたときは、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処す

る。この場合、懲役刑と罰金刑を併科することができる。

１　協同組合等の事業目的以外の別の用途で資金を使用した場合

２　投機を目的に、協同組合等の財産を処分したり、利用した場合

②　協同組合等の役職員又は清算人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、1年以

下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

１　監督機関の認可を受けなければならない事項について、認可を受けていないとき

２　第38条から第40条まで（第51条により準用する場合を含む）に違反したとき

３　虚偽又は不正な方法で登記をしたとき

４　総会の議決を得なければならない事項に対して議決を得ずに執行したとき

第57条（両罰規定）協同組合等の役職員又は清算人がその協同組合等の業務に関して第56条の

違反行為をした場合、その行為者を罰するほか、その協同組合等にも該当条文の罰金刑を科

する。ただし、協同組合等がその違反行為を防止するため、該当業務に関し相当の注意と監

督を怠らなかった場合には、この限りでない。

第58条（過怠料）①　第4条第4項に違反した者には500万ウォン以下の過怠料を賦課する。

②　協同組合等が次の各号の規定に違反した場合には、300万ウォン以下の過怠料を賦課する。

１　第12条第2項（第51条により準用する場合を含む）に違反して組合員等1人出資口数の制

限を超えてしまった場合

２　第13条第1項に違反して組合員の議決権・選挙権に差等を設けた場合

３　第37条（第51条により準用する場合を含む）に違反して組合員等でない者に協同組合等

の事業を利用させた場合

③　協同組合等の役職員や清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、100万ウォン以下の

過怠料を賦課する。

１　登記・届出を怠ったとき

２　第33条第1項及び第2項（第51条により準用する場合を含む。）による書類の備置を怠っ

たとき

３　監督機関又は総会に対して虚偽の陳述又は報告をしたり、事実を隠蔽したとき

４　監督機関の検査を拒否・妨害又は忌避したとき

④　第1項から第3項までの規定による過怠料は大統領令で定めるところにより財政経済部長官

又は市・道知事が賦課・徴収する。

附　則

　この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。ただし、第4条第4項は、公布後2年が経

過した日から施行する。

岡安仮訳


